
TEL: 0186-62-0293

2012 SPRING 2012 SPRING 2012 SPRING 2012 SPRING 2012 SPRING 2012 SPRING 2012 SPRING 2012 SPRING 2012 SPRING 2012 SPRING 2012 SPRING 2012 SPRING 2012 SPRING 2012 SPRING 2012

有限会社

・外壁張り替え工事

53

・和室を洋室に替える工事(6帖)

床：畳からフローリングに張替
壁：クロス張替(量産タイプ)

天井：クロス張替(量産タイプ)
収納：押入れからクローゼットに変更
壁・天井を化粧ボード仕上げ
ハンガーパイプ付(1本)
(収納棚 1ヵ所)
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※その他状況に合わせて

・鉄板サイディング（チューオー）縦張り

・コーキング施工
・防湿シート張り　　　　　　・足場施工

ご利用例）
350万円借入 7年払い
3.850% （変動金利)

リフォームローンの
ご相談も承ります。
リフォームローンの
ご相談も承ります。
自己資金0でもOK!

47,600円/月
(ボーナス払いなし)

一級建築士事務所：秋田県知事登録　第08-02A 0010号／建設業許可：建設工事業　秋田県(般-23)11554号／宅地建物取引業：秋田県知事（２）第1944号

～快適な生活空間づくり、お手伝いします!～～快適な生活空間づくり、お手伝いします!～

(実例)(実例)

・森川
　歯科医院

ローソン
　　・

児童
公園

鷹巣年金
事務所

北秋田
市役所
　・

　・
福助堂

鷹ノ巣駅

至　南鷹巣方面

・しゃろーむ

丸徳
建材店・

　チャーム
・美容室

　 ・
鷹巣神社

・大川米穀店

・佐金酒店

MAP

北秋田市　・
保健センター

・押入れをクロ－ゼットに変更パック(１帖)

天井・壁張り　　　　　　　　　　クロゼット扉・枕棚取付
ハンガーパイプ1本

16合計　　　　　　　　万円～

合計　　　　　　　　　　万円～

合計　　　　　　　　万円～

お問合せ・お見積りのご依頼は…

(実例)(実例)

小笠原工務店 検索

小 笠 原 工 務 店
北秋田市東横町5－8

延床面積40坪=施工面積63坪目安と
なります

復興支援・
　　エコポイント

　　住宅

エコポイント

 制度が再開

  しました！

（住宅の省エネ化・住宅市場の活性化・被災地復興支援）

＜工事内容＞
①窓の改修工事
②外壁、屋根・天井、床の断熱工事これらに併せて、

バリアフリー工事

上限５万ポイント

リフォーム瑕疵保険加入

　１万ポイント

省エネ住宅設備の設置

　 ２万ポイント

　 耐震改修工事

  １５万ポイント
※

※耐震改修工事は、ポイントを別途加算（上限４５万ポイント）

【工事対象期間】　平成２３年１１月２１日 ～ 平成２４年１０月３１日

一戸上限 ３００，０００ポイントがもらえます。 ３００，０００

＜商品交換イメージ＞

→　　　　　　　　　　＝

発行ポイント エコ商品等への交換 復興支援商品への交換

完了実績報告書提出期限平成２5年３月15日※まで

■補助対象工事
○増改築・リフォームに要する費用
　（消費税及び地方消費税の額を含む）が
　　５０万円以上であること。他

・洋室(6帖)＋収納を増築
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(養生・解体処分費含む)

基礎：布基礎
屋根：ガルバリウム鋼板葺き
外壁：鉄板系サイディング
　　　 　(センターサイディング)
　　 　　断熱材100mm入れ

床：フローリング張り
壁・天井：クロス貼
　　　　　　　　　(量産タイプ)
サッシ：2箇所(ペアガラス)
収納：クローゼット2箇所
電気：照明器具１台、コンセント2箇所

合計　　　　　　　　　　　万円～(実例)(実例)

Ogacoからのリフォーム提案。Ogacoからのリフォーム提案。

(養生・解体処分費含む)

合計　　  　　　　万円～88
・給排水工事　　　・土間コンクリート
・電気工事　　　　　　 ・据付工事

フラットな入り口や水はけの良い床を使用。
掃除もしやすくお年寄りやお子様まで安心して入れます。

・浴室交換（1坪）

(イメージ写真)(イメージ写真)

【ＩＮＡX　 La・BATH】【ＩＮＡX　 La・BATH】

(養生・解体処分費含む)

(養生・解体処分費含む)

(養生・解体処分費含む)

①-1　住宅ﾘﾌｫｰﾑ推進事業 ②住宅用太陽光発電システム普及支援事業

③家庭用高効率給湯器等買換支援事業

増改築・リフォーム工事に対し補助対象工事費の１０％、
最大２０万円の補助！

①-2　安全安心ﾘﾌｫｰﾑ推進事業
耐震改修、断熱・省エネ改修、バリアフリー改修工事が、
補助改修工事の１/２以上を占める場合１０％、最大３０万円
の補助！

住宅に太陽光発電システムを設置する方に、１Kw当たり3万円
（戸建最大12万円）補助！

リフォームで省CO2タイプの給湯器を設置する方に1万5千円～
5万円の補助！

増改築・リフォーム工事に対し

工事費の 最大

 又は１０％１０％ ２０万円２０万円
補助します!!

平成２４年４月　１日から
平成２５年３月２９日まで

実施期間

平成２４年度あきた安全安心住まい推進事業平成２４年度あきた安全安心住まい推進事業平成２４年度あきた安全安心住まい推進事業

リフォームかし保険
に加入できます。

検
査

保
証

安
心＋ ＝

専門の検査員が検査し、
万一欠陥が見つかっても
保証してもらえる制度です。

当社

鷹巣
公民館
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・勾配屋根→フラット屋根

※構造診断により変更できない場合があります。

雪降ろし不要(1.2mまで)
屋根から落ちてくる雪の処理に
お困りの方は是非ご検討下さい。

合計　　　　　　　　　　万円～

(養生・
解体処分費含む)

(例：17坪の場合）

(実例)(実例)

換気扇…シロッコファン 吊り戸棚…H=70cm

出し入れスムーズな高機能収納。
その他、お手入れ簡単IHクッキングヒーターや
片付けラクラク食器洗い乾燥機まで付けられます！　

(イメージ写真)(イメージ写真)

【サンウェーブ　amiy】【サンウェーブ　amiy】

※ご予算に応じて、36万円～７0万円くらいまで取り
揃えております。
　 工事費については、22万円～30万円くらいが目安
です。　（解体・処分含）

・キッチン交換（幅2m55cm）

平成２４年度北秋田市
　　　　リフォーム緊急支援事業

①‐2＋②＋③＋北秋田市リフォーム補助金＋復興支援エコポイント

　　　　　　　合わせて最大97万円もオトク☆



住宅バリアフリー・省エネリフォーム税制
■改修促進税制（ローンを利用して支払い）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改修後の居住開始日・・平成19年4 月1 日～平成25年12月31日
●バリアフリー改修・・・最大２ ％（上限１ ０ ０ ０ 万円）の５年間所得税控除
　　　　　　　　　　適応要件
　　　　　　　　　　　　１．次のいずれかに該当する者が居住する住宅であること
　　　　　　　　　　　　　①５０歳以上の者
　　　　　　　　　　　　　②要介護または要支援の認定を受けている者
　　　　　　　　　　　　　③障害者
　　　　　　　　　　　　　④②若しくは③に該当する親族又は６５歳以上の親族のいずれかと同居している者
　　　　　　　　　　　　２．一定のバリアフリー改修工事が該当すること
　　　　　　　　　　　　３．必要書類を添付して確定申告を受けること

●省エネ改修・・・最大２％（上限２ ０ ０ 万円）の５ 年間所得税控除
　　　　　　　　　　適応要件
　　　　　　　　　　　　１．自ら居住し、居住する住宅であること。
　　　　　　　　　　　　２．工事内容が省エネ改修の要件をすべて満たすこと
　　　　　　　　　　　　３．工事費用が３０万円を超えるもの
　　　　　　　　　　　　４．必要書類を添付して確定申告を受けること

期間・・平成19年4 月1 日～平成25年3 月31日（工事完了後3 ヶ月以内に、市区町村へ必要書類を添付し申告）

この他にも、各種助成制度や減税があります。お気軽にご相談下さい。

介護保険の認定を受けている方なら、どなたでも一律20万円までの支給申請が行えることをご存知でしょうか？

例えば２０万円の住宅改修工事を行った場合、費用の9割が支給されるので自己負担は2万円となります。

平成23年4月1日以降に着工した住宅改修に係る住宅改修

費について、受領委任払いによる支給が可能になり、対象工

事金額の1割の支払いだけで済みます。
介護リフォーム

Ｑ.　サービスや介護保険適用工事を受けるには？

初回
20万円利用

3段階 再度20万円支給可能

3段階 再度20万円支給可能
初回
20万円利用

2段階 利用不可

要
介
護
１

要
介
護
３

要
介
護
４

1段階
要
介
護
２

要
介
護
５

1段階 1段階 1段階
要
支
援

1段階※転居した場合、転居前の住宅にかかった住宅改修費
の支給状況とは関係なく、転居後の住宅について20万
円まで支給可能になります。

有限会社小笠原工務店
北秋田市東横町5－8
TEL：０１８６－６２－０２９３

耐震改修工事
しませんか？

最大１ ０ ％（上限２ ０ ０ 万円）の１ 年間

所得税控除、さらに最長２年間固定
資産税が最大で１ ／２ に　（１ ０ ０ ㎡
相当分までに限る）
　　適応要件
　　１．自ら居住する住宅。
　　２．昭和56年5月31日以前の耐震
　　　　基準により建築された住宅であ
　　　　ること
　　３．必要書類を添付して確定申告
　　　　を受けること

地盤調査もお忘れなく

これから先を、ずっと安心して
　　　　　　　　住み続けられるように

安心の住まいは、安心の地盤から

Ｑ.　住宅改修費の支給は何度も受けられるの？

Ａ.要介護認定の区分（要介護１、要介護２などの6段階）が3段階以上あがった場合には、それまでの利用状況に
　 係らず再度支給可能となります。

Ａ.介護保険のサービスをご利用いただけるのは、次のようなときです。
・寝たきりや認知症などで常に介護が必要なとき（要介護状態）
・掃除や身支度の介助など、日常生活をおくるための支援が必要なとき（要支援状態）
・年をとったこと（老化）が原因の病気（特定疾病）により、介護や支援が必要なとき
　サービスを利用するには、申請し、認定を受ける必要があります。

申請 → 認定調査・医師の意見書 → 審査・判定 → 認定

よくある質問Ｑ＆Ａ

Ｑ.　どんな工事をしても保険が適用されるの？

Ａ.　介護保険の給付の対象となるのは、次のように定められています。

・ほんの一例です。ご不明な点等、介護保険のご利用に関するご相談承ります。お気軽にご連絡下さい。

120,000

・畳をフローリング床に取替え・
滑りにくい床材への材料の変更
厚さ30㎜スタイロフォーム入れ

合計　　　　　　　　　　　　　円～
解体・処分費含む

・手すり取付・

【木製手すり】

【浴室手すり】

手すり本体は貸与もあります。
(取付費は別途)

1.8ｍ＝　材料のみ

0.6ｍ＝　材料のみ

12,000 円～

12,500 円～

・玄関段差解消補助具・
上框に式台設置 (固定する場合)

(長さ：1.8m 奥行き：４５cm)(長さ：1.8m 奥行き：４５cm)

円～37,00037,000(イメージ写真)(イメージ写真)

１．手すりの取付　　２．床の段差の解消　　３．滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
４．引き戸等への扉の取替え　　５．洋式便器への取替え　　６．その他、１～５の住宅改修に付帯して必要となる工事
※玄関・廊下・階段・寝室・トイレ・浴室の改修工事が主な対象です。

アフターメンテナンスもバッチリ！
　リフォーム工事でも当社のアフターメンテナンスは迅速対応いたします。工事後こちらから定期的にご訪問
させていただく場合や、不具合や気になったところがあればすぐご連絡下さい。
　ご希望であればリフォーム瑕疵保険に加入できます。
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